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　みんなも知っているとおり、ごみにはいろいろな種類があって、
ごみを出すときは種類ごとに分別して出すことになっているよ。
実はこの分別の仕方は、市町村によって、違うんだよ。よその町
でのあたりまえが周防大島町ではいけないことだったり、周防
大島町のあたりまえがよその町では通用しなかったりするから、
しっかり確認する必要があるよ。
　周防大島町のごみの分別の仕方は、「ごみ分別の手引き」に詳し
く載っているから、よく読んでね。「ごみ分別の手引き」は、総合
支所や出張所に置いてあるから、持ってない人は取りに来てね。
　ごみの分別のことでわからないことがあったら、生活衛生課に
聞いてみて。ていねいに教えてくれるよ！
　分別が悪いと、収集しない理由が書かれた貼り紙を付けて、ご
み収集ステーションに残されるから、気を付けてね。
　分別されたごみは、リサイクルされるよ。「分ければ資源、混ぜ
ればごみ」を合言葉に、ごみを正しく分別して、みんなで周防大
島の環境を守りましょうね。

◎今回のポイント
　・「ごみ分別の手引き」をよく確認して、正しく分別しよう！
　・ ごみの分別のことでわからないことがあったら、生活衛生課へ聞きましょう。
　・合言葉は、「分ければ資源、混ぜればごみ」！

■問い合わせ　生活衛生課 生活衛生班　☎ 0820（79）1012

　「みかんちゃん」は、周防大島

町の３Ｒ推進マスコットキャラ

クターです。

みかんちゃんのごみの出し方講座　～ごみの分別について～
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